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令和４年６月橋本市議会定例会会議録（第３号）その７ 

令和４年６月21日（火） 

                                          

（午後２時35分 再開） 

○議長（小林 弘君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番11、５番 板橋君。 

〔５番（板橋真弓君）登壇〕 

○５番（板橋真弓君）それでは、ただ今、議

長のお許しを頂きましたので、一般質問をさ

せていただきます。 

 がん患者の社会復帰に向けた取組について。 

 今や２人に１人ががんに罹患すると言われ

ています。一方、がん治療の医療技術の向上

によってがん患者の生存率も伸びており、治

った人や治療を受けながら仕事などの社会生

活を営む人は今後ますます増えると考えられ

ます。がん治療と仕事の両立ができる環境づ

くりなど、がん患者に対する支援体制の強化

は大変重要になります。 

 中でも、がん治療による外見の変化への影

響をカバーする支援で、医療者が行うアピア

ランスケア事業、外見ケア事業の推進が必要

です。治療により脱毛、肌色の変化、爪の変

化、手術跡など、外見に変化が起こることで

鬱になったり、人と会うことを避けるように

なったりと、外出したくないがん患者の苦痛

を軽減しサポートする事業です。 

 本市のがん患者の社会復帰に向けた取組に

ついてお伺いします。 

 １、がん患者の心のサポートについて。 

 ２、外見の変化を補完する補正具等の購入

費助成について。 

 以上、壇上からの１回目の質問とさせてい

ただきます。ご答弁よろしくお願いします。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君の質問、

がん患者の社会復帰に向けた取組に対する答

弁を求めます。 

 病院事業管理者。 

〔病院事業管理者（古川健一君）登壇〕 

○病院事業管理者（古川健一君）がん患者の

社会復帰に向けた取組についてお答えします。 

 第一点目のがん患者の心のサポートについ

ては、橋本市民病院は平成19年１月に和歌山

県より地域がん診療連携拠点病院として指定

を受け、現在、がん相談支援センターを地域

医療連携室に併設し、がん患者の様々な相談

に対応しています。当センターでは、社会福

祉士の資格を持つ医療ソーシャルワーカーを

相談員として配置し、傷病手当などの生活相

談や治療に関する相談、がん患者に寄り添っ

た相談体制を取っています。生活相談につい

ては、行政機関の窓口や各種団体も紹介し、

治療に関する相談については、本院の緩和ケ

アチームが治療に対する不安や悩みにお答え

する体制を取っています。 

 また、がん患者が主催する「Ｓａｌｏｎ ｄ

ｅ ＳＡＫＵＲＡ」というサークルが立ち上

げられており、本院もサポート体制を取って

毎月１回、本院の会議室を利用して、日頃か

ら抱えている不安や悩みを話し、語り合う場

となっています。また、このサークルには、

がん化学療法認定看護師及び緩和ケア認定看

護師も参加し、相談支援を行っています。し

かしながら、直近２年は新型コロナ感染症の

影響により、対面式からオンライン形式に変

更しての開催となっています。新型コロナウ

イルス感染症が終息すれば、対面式でのサー

クルを再開する予定と聞いております。 

 本院は、今後も引き続きがん患者に寄り添

った医療や相談体制の確保に努めていきたい

と考えております。 
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 以上です。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（久保雅裕君）登壇〕 

○健康福祉部長（久保雅裕君）次に、二点目

の外見の変化を補完する補正具等の購入助成

についてお答えします。 

 がん治療においては、医療技術の進歩や新

薬の開発等により生存率が伸びてきています。

また、治療と社会参加の両立を支援すること

が、行政をはじめとする関係機関に求められ

ているところです。 

 検診等でがんが発見され、治療の過程で起

きる外見の変化などにより社会との関わりが

減ってしまうことは、患者本人にとって心理

的な苦痛や経済的な負担につながると考えら

れます。 

 がん患者が社会参加に向けて、がん治療に

起因する脱毛や手術の痕などのアピアランス

（見た目）の悩みを補正具等の使用により軽

減することで、仕事との両立など社会との関

わりを継続することができれば、自分らしく

ありたいと願うがん患者の療養生活の質の向

上にもつながると考えます。 

 がん患者の治療と就労など社会参加の両立

を応援し、療養生活の質がよりよいものとな

ることを目的として、医療用ウィッグや人工

乳房などの補正具等の購入費助成制度を既に

導入している自治体もあることから、本市と

してもがん患者に寄り添い、サポートしてい

くことは必要なことであり、先進地事例等も

参考にして前向きに取り組んでいきたいと考

えています。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君、再質問

ありますか。 

 ５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）それでは、再質問させ

ていただきます。 

 まず、がん相談センターの体制について伺

います。社会福祉士の資格を持つ医療ソーシ

ャルワーカー、ＭＳＷは何人ですか。業務内

容は。相談件数と内容についてどのような相

談がありますか。また、がん相談支援センタ

ーはどこにありますか。よろしくお願いしま

す。 

○議長（小林 弘君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）ただ今のお

ただしのほうにお答えさせていただきたいと

思います。 

 まずメディカルソーシャルワーカー、いわ

ゆるＭＳＷなんですけども、人数のほうは４

名となっております。このＭＳＷの主な業務

に関しましては、がんに関する支援について、

先ほど管理者のほうから答弁もありましたよ

うに、傷病手当等の生活相談であったり、行

政関係窓口や各種団体サロン等の紹介、あと、

治療に関する相談で緩和ケアチームへつなげ

ること、こういったことを患者さん、家族な

どの様々な相談のほうに乗っております。 

 あとそれと、支援センターへの相談件数の

ほうですけども、令和２年度、電話のほうが

118件、対面での面談のほうが609件、計727

件となっております。令和３年度では、電話

のほうが218件、面談のほうが943件、計1,161

件というふうな形になっております。 

 あと、こちらのほうでの相談の内容なんで

すが、多岐にわたるんですけども、先ほどお

話しさせていただいた以外にも告知のお話で

あったりとか、あと、社会復帰に向けてのお

仕事とか就労とか、そういったお話も相談に

乗らさせていただいたりということをさせて

いただいています。 

 すいません、答弁もれがありました。場所

のほうは、１階の地域医療連携室のほうに併

設しております。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 
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○５番（板橋真弓君）ありがとうございます。

電話の相談もあるということなんですけれど

も、これは患者さんにどのようにお伝えして

いるというか、電話の相談について教えてく

ださい。 

○議長（小林 弘君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）電話のほう

の対応では、ＭＳＷのほうが主に電話窓口の

ほうで様々な相談のほう、対応していただい

ているというふうな状況となっております。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）先ほど相談内容の件で、

傷病手当についてというところがあったんで

すけれども、私も主人とかががんを患ってい

まして介護したことがあるんですけれども、

傷病手当の法律というか、健康保険法が改正

されたということで、今年の１月から、以前

は１年と６か月の期間内で傷病手当が支給さ

れていたんですけれども、その１年６か月や

ったらなかなか長いこと患ったりするとあっ

という間に過ぎてしまうということなので、

この１月から通算で、入退院とかを繰り返し

ていて欠勤した、それでまた出勤したという

ことで、出勤のところは除いて、欠勤の部分

をトータルで通算１年６か月になったという

ようなところとかが今回発表されたというか、

そのようになったんですけれども、こういっ

たことに関してＭＳＷはがんの患者さんには

周知をどのようにしているのか教えてくださ

い。 

○議長（小林 弘君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）ただ今のお

ただしですけども、基本的に相談があったと

きにそういったことでお答えさせていただく

というふうな形になっております。病院のほ

うからの発信につきましては、ホームページ

等でまだ十分な情報発信のほうができており

ませんので、チラシ等の作成も含めた中で、

今後積極的にそういった情報の発信のほうを

していきたいというふうに考えます。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）ありがとうございます。

そのようにしていただくと助かると思います。

なかなか自分からは分からないことがたくさ

んあると思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 今、病院のほうでの心のケアということで、

がん患者さんのサポートについてお伺いした

んですけれども、市のほうでは、特にがん患

者に限ってはいないかとは思うんですけれど

も、心のケア、市のほうで相談体制というの

はどのようになっておりますでしょうか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）市のほうでも

相談があった際には、市の保健師が健康相談

という形で治療のことなど、患者さんの相談

に乗るということで対応させていただいてお

ります。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）その件数というのは結

構あるんでしょうか。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）ここ最近につ

きましては相談実績というのが上がってきて

ないんですけれども、市のほうで特にがん患

者さんといいますか、対応する際というのは、

例えばがん検診で要精検になったときに、そ

の後の精密検査のほうに行かれてない方につ

いては受診を促すとか、そういう形でのこち

らからのアプローチはしております。患者さ

んからの直接の相談というのは、なかなか市

が窓口になっているという部分が認識がまだ

ないのか、もしくは病院等でのサポート体制

が整っているので、市のほうへ直接というの

はなかなかないと思います。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 
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○５番（板橋真弓君）ありがとうございます。

治療に関する不安や悩みの対応は緩和ケアチ

ームということですけれども、緩和ケアチー

ムはがん相談支援センターとは別の機関です

か。また、どこに設置されていますか。チー

ムの構成メンバーは。それと目的、業務内容

を教えてください。 

○議長（小林 弘君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）緩和ケアチ

ームについてのご質問にお答えさせていただ

きたいと思います。 

 緩和ケアチームにつきましては、がん相談

支援センターとは別のチームというふうな形

になっております。チームということですの

で、ドクター、看護師、それと、ドクターの

ほうも精神科のドクターであったりとか、そ

ういった看護師、あと薬剤師、それとＭＳＷ、

そういった多職種でのチーム構成になってお

りまして、チームですので、院内のほうに場

所のほうは構えておりませんが、定期的にカ

ンファレンス等を行いまして、患者さんの病

態等についての話合いを、相談等をどうして

いくのかということを検討したりしておると

ころでございます。 

 主な業務内容につきましては、多岐にわた

ってはおるんですけども、手元のほうの資料

があれなんですけども、緩和ケアチームに関

しましては、先ほど申し上げさせていただき

ました医者をはじめといたしまして、認定看

護師がおりますので、緩和ケアの認定看護師

をはじめといたしまして、そういったカンフ

ァレンス、あとラウンドですね、患者さん一

人ひとりにそういった形で悩みの相談とかを

聞きながら、細かな行き届いたケアのほうを

させていただけるような形でさせていただい

ております。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）緩和ケアチームの医師

と看護師で構成されているということなんで

すけども、通常業務と併用されているんです

か。それとも専任というか、それは別で緩和

ケアチームという形であるんでしょうか。 

○議長（小林 弘君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）緩和ケアワ

ーキング、チームとしての活動なんですけど

も、これに関しましては週１回カンファレン

スのほうを実施しているのと、ワーキングと

しての会議、それに関しましては月１回集ま

って会議のほうをしておるところでございま

す。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）通常の外来とか、そう

いう業務はあるんでしょうか。 

○議長（小林 弘君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）入院、外来

ともに、がん患者さんはいらっしゃいますの

で、そういったところで適宜、相談等に対応

していただいておりますので、通常の病棟看

護師というふうな形での業務のほうは行って

はおりません。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）専門ということですね。

それで、先ほどの答弁にもあったんですけれ

ども、認定看護師ということで「Ｓａｌｏｎ 

ｄｅ ＳＡＫＵＲＡ」に参加されているとい

うのは、その緩和ケアチームの方ということ

で、そういう認識でよろしいでしょうか。 

○議長（小林 弘君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）「Ｓａｌｏｎ 

ｄｅ ＳＡＫＵＲＡ」への参加に関しまして

は、だいたい私もお昼の休憩時間、病院で開

催されているとき、時間がありましたらでき

るだけ参加のほうをさせていただくようには

しているんですけども、だいたい朝から夕方

ぐらいまで、患者さん、家族さんが集まって

されております。そこには一応がんの化学療
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法認定看護師、それと緩和ケアの認定看護師

のほうも、合間を見ながら交代で参加してい

ただいているというふうな状況でございます。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）化学療法認定看護師と

緩和ケア認定看護師は１名ずつでしょうか。 

○議長（小林 弘君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）認定看護師

に関しましては、病院全体でいろんな認定看

護師がおるんですけども９名います。その二

つの認定看護師については、各１名ずつとな

っております。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）ありがとうございます。

月１回の「Ｓａｌｏｎ ｄｅ ＳＡＫＵＲＡ」

の会というのは、だいたい通常何人ぐらいの

患者さんが参加されておりますか。 

○議長（小林 弘君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）その時々に

よって人数のほうはまちまちなんですけども、

入れ替わり立ち替わりということで、個人の

いろいろ自由な時間を使って、患者さん間で

あったりとか、家族さんも交えた中で、日頃

のそういった生活の中で不安であったりとか、

経験を交えて、今現在治療を受けられている

方とか、そういったことのお話をされており

ますので、そのとき、時間で参加できる方が

基本的に参加していただいているということ

で、何人というふうなことでは答えにくい部

分がございます。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）ここ２年ぐらいコロナ

禍でオンライン開催ということなんですけれ

ども、参加人数というのは減ったんでしょう

か。 

○議長（小林 弘君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）今オンライ

ンのほうで、基本的によく参加されている「Ｓ

ａｌｏｎ ｄｅ ＳＡＫＵＲＡ」を運営して

いただいている方々を中心に今開催されてい

るということでございます。ただ、ぜひとも

そういった会があるんであれば参加したいと

いう方々に関しましては、こちらのほうにな

るんですけども、１階の地域医療連携室のほ

うにこういったチラシのほうを設置させてい

ただいておりますので、こちらのほうにＱＲ

コードもございますので、こちらのほうから

「Ｓａｌｏｎ ｄｅ ＳＡＫＵＲＡ」のオン

ラインのほうに参加していただくことが可能

となっております。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）ＱＲコードがついてい

るというのは、読み取ったらすぐにそこに参

加できるということで、このコロナ禍でもす

ごく安心かなというふうに思います。家族も

参加させていただけるということで、本人だ

けじゃなくて、それを支える家族もそこへ参

加して、不安なこととかたくさんあると思い

ますので、そういうところに認定の看護師が

相談に乗っていただけるということはすごく

ありがたいことやなというふうに思いますの

で、本当に緩和ケアチームがあってよかった

なというふうに思っております。 

 続いて、相談というのは、先ほど電話等で

受けているということだったんですけれども、

最初に相談内容とかについてどんな形で受付

をしているかということなんですけれども、

ちらっと伺ったんですけど、問診票じゃない

んですけど質問票みたいなものでいろいろ大

変さとかも、問診票、こういうのをちらっと

見せていただいたんですけれども、生活のし

やすさについての質問票ということで、これ

を一人ひとりにお配りして医療チームの紹介

とかをしていただいているということなんで

すけれども、これは入院のときだけでしょう

か。それとも、最初に診断とかを受けたとき
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にも、こういう質問票みたいなのは配ってい

ただいたりとかはできるんでしょうか。 

○議長（小林 弘君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）まず外来の

初診での問診、そちらのほうにはこういった

がん関係のことに関する告知の有無ですね、

それについては記載事項として含まれており

ます。それと今、議員のほうからおただしの

ありました生活のしやすさについての質問票、

これは入院時に患者さん、ご家族のほうにお

渡しさせていただきまして記入していただい

て、その内容を基に先ほどからの認定看護師

のほうでありますとか緩和ケアチームのほう

で、しっかり支援のほうをさせていただくと

いうふうな内容となっております。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）ありがとうございます。

私も告知を希望されますかみたいな、最初に

受診のときに書いたことがありますけど、そ

れとは別で生活のしやすさについての質問票

というのが入院のときだけということなんで

すけれども、その項目の中で、３番の項目の

中のＡのところなんですけど、「困り事や心配

なことは何ですか。当てはまる四角にチェッ

クしてください」という項目があるんですけ

ど、病状とか治療とか、そういうところはも

ちろんなんですけど、経済的な心配、仕事に

ついてという項目があるんですが、先ほどか

らも仕事との両立という点において、この項

目に結構チェックとかは入っているんでしょ

うか。そういう仕事についての相談とか経済

的な相談の状況というのはどんなものか。も

しも掌握されているようでしたら教えていた

だきたいです。 

○議長（小林 弘君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）ただ今のお

ただしですけども、経済的な心配というとこ

ろでは、ただ今、手元のほうに資料がござい

ませんのではっきりとしたお答えができない

ところではあるんですけど、がんを患ってい

る患者さんに関しましては、多かれ少なかれ

こういった経済的な問題がやはりあるという

ふうにも聞いておりますので、そういったと

ころに関しましては先ほどのＭＳＷのほう、

行政機関のほうとの連携を取らさせていただ

いた中で支援のほうをさせていただく、相談

のほうに乗らさせていただくというふうな体

制を取らさせていただいています。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）仕事と経済的なことと

いうことの関連で、病院といったらやっぱり

治療のことであるとか、病院代を払わなあか

んので多少そういう経済的なこともあるかと

は思うんですけども、なかなか仕事のことと

いうのはそこまで相談できるというイメージ

が、私ももともと主人がそうなったときに病

院で仕事の相談ってできるとは思ってなかっ

たので、その辺の情報提供というのもしてい

ただけたら、医療のＭＳＷはやっぱりソーシ

ャルワーカーですので、そういうところの相

談もできるということなので、そういったと

ころの情報というのはあるとうれしいなとい

うふうに思います。 

 がんになっても働き続けられる環境づくり

について、次、伺いたいんですけれども、国

立がんセンターの調べでは、がんの診断を受

けたときに仕事をしていた人の約２割、５人

に１人、2014年では３割、３人に１人が退職、

廃業をしているというデータがあります。離

職すると収入減によって治療の選択肢を狭め

ることにもつながってしまいます。しかも気

になるのは、仕事を辞めた時期についてなん

ですけれども、約６割の人が治療の開始前と

いうふうに答えているというところなんです。

このうち最も多かったのが、34.1％の方がが

ん診断直後に仕事を辞めてしまったりしてい
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るという結果が出ていまして、なかなか治療

を始める前に、医療関係者の方から治療につ

いてだいたいの目安というか、今やったら抗

がん剤治療をしながら仕事も行ってみたいな

ところが、先入観ですけども、がんイコール

死んでしまうとか、仕事との両立は無理とか、

がんって治れへん病気というふうに先入観と

して皆さんあるのが現状なのかなということ

がありまして。 

 うちの主人のことになるんですけど、がん

の告知を受けたときというのが一番やっぱり

ショックやと思うんですね。それとか、抗が

ん剤の治療をやっていて、治療の中でやっぱ

り体もだるいし、治療への不安というのがあ

るとき、それとあと、がんがまた再発したと

か転移したとかというようなときが一番スト

レスがかかっているときで、ショックで落ち

込んだり、すごい気丈夫なんですけどもやっ

ぱり鬱状態で、判断力とかが鈍るというなこ

ともあると思いますね。仕事を続けるという

意欲がそういう告知とかを受けたときには失

われてしまうという方もいらっしゃるのかな

というのは想像できるところです。 

 そこで提案なんですけれども、ちょうど告

知されたとき、それから治療の不安があると

き、それから再発したとかという決定的な瞬

間のときに、やっぱり医療関係者による情報

提供といいますか、仕事とかこれから先のこ

と、特に両立に目を向けれるように情報提供

をしてもらえたら一番ありがたいなというふ

うに思います。 

 入院のときに使ってはるという生活のしや

すさについての質問票って、質問の項目はす

ごくいいので、これを告知のときにも使って

いただくというようなことってしていただけ

たらありがたいなと思うんですけど、その点

についてはどうでしょうか。 

○議長（小林 弘君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）ただ今のお

ただしですけども、まず告知についてなんで

すけども、確かに患者さん、ご家族さん、そ

ういった告知というところで、かなりの不安

のほうも抱えられることが想定できます。そ

ういったところで、先ほどの緩和ケアの認定

看護師が立ち会わせていただきまして、一緒

にお話を聞かせていただいて、その後のフォ

ローをどうしていくのかということも一緒に

考えさせていただくという体制を取らさせて

いただいております。 

 あとそれと、メンタル的なところのフォロ

ーに関しましては月２回、精神科、心療内科

の先生が応援で来ていただいておりまして、

先ほどの緩和ケアチームのほうにも入ってい

ただいた中で、患者さんの心のケアのほうを

していただいているというふうなところでご

ざいます。 

 あとそれと、こちらのほうの質問票のほう

なんですけども、こちらのほうに関しまして

も今日のお話に関しましては、認定看護師の

ほうにお伝えさせていただいた中で、今日、

そういったご意見がありましたということで、

こちらの質問票を活用していただいての今後

のがん患者さんのケアに活用していっていた

だくようにお伝えさせていただきたいという

ふうに考えております。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）ありがとうございます。

告知のときなんですけど、今、認定看護師が

寄り添うような形でお話も聞いていただいて、

いろんなアドバイスも頂けるというようなこ

とですごく安心をいたしたんですけれども、

本人に対して告知されたときのフォローとい

うのはあるんですけども、やっぱりそれを支

える家族というのもかなり不安なことが、そ

れこそ仕事を辞めてしまったりしたら後の生

活がどうなるとか、いろいろ不安な面がある
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と思うんですけれども、家族へのフォローと

いうのはどのような形になっているんでしょ

うか。 

○議長（小林 弘君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）家族へのフ

ォローにつきましても同じように、認定看護

師、それとＭＳＷ、ドクター、そういったと

ころの多職種での関わり、先ほどの緩和ケア

チームですね、そういったところの関わりを

持って、できるだけそういった不安の軽減、

患者さんの負担の軽減というのを図っていく

ような形で体制のほうを取っております。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）ありがとうございます。

やっぱり家族のほうもかなり不安が広がって

いると思いますので、そのように寄り添って

いただけるというのが一番ありがたいという

ふうに思いますので、今後ともどうぞよろし

くお願いします。 

 私もいろいろ調べさせていただいて、特に

仕事を続けながら治療も続けていくという、

だんだんそういう傾向にはあると思うんです

けれども、その中で両立支援コーディネータ

ーというのを調べさせていただいたんですけ

ども、治療をしながら働き続けることを望む

人を看護師や、それこそＭＳＷ、医療ソーシ

ャルワーカーらが継続的な相談支援を行う両

立支援コーディネーターが今現在、全国で

4,000人以上養成されているということなん

ですけれども、市民病院のほうで両立支援コ

ーディネーターの養成についてのお考えとい

うのはありますでしょうか。 

○議長（小林 弘君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）まず、両立

支援コーディネーターなんですけども、現在、

橋本市民病院のほうには在籍しておりません。

私のほうで調べさせていただいたところでは、

県内では労災病院のほうにコーディネーター

がいらっしゃるというふうにお話のほうをお

伺いしているところです。患者さん、家族が

治療と仕事の両立を図る上で多くの場合、医

療、職域での連携が必要になってくる。ここ

の部分も非常に十分認識しているところでご

ざいます。そのため当院では、ふだんは県に

設置されております産業保健総合支援センタ

ー、それとハローワークと連携を取りまして、

さきのセンターのほうでは両立支援の相談窓

口の紹介であったり、社労士の出張相談、そ

ういった対応をしていただいております。 

 ハローワークにつきましては、がんの専門

相談員が配置されておりますので、そちらの

ほうも紹介させていただいております。それ

で当院でのコーディネーターの配置について

なんですけども、現時点では予定のほうがご

ざいません。ＭＳＷと緩和ケアチームの患者

サポートによりまして、この機能を担うよう

な形で今のところはさせていただいておりま

すので、より専門的な分野になってきますの

で、こういったことに関しましては関係機関

とより密な関係性を取らさせていただいた中

で、しっかりと患者さん、家族のサポートを

行っていきたいというふうに思います。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）今のお話ですと、市民

病院が地域がん診療連携拠点病院ということ

で、私も地域がん診療連携拠点病院に指定さ

れているということがどういうことなんかっ

て調べさせてもらったんですけども、がん医

療の均てん化、均てん化って何かなと思った

ら、全国どこでもがんの標準的な専門医療を

受けられるように医療技術等の格差の是正を

図るということで、そういうことを目的に整

備が進められてきた、すごいいい病院という

形やと思うんですけども、令和２年７月の時

点で全国で447箇所ということで、その中の一

つがうちの市民病院であるということなので、
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本当に院内に設置されているがん相談支援セ

ンターは、先ほどお話があったように就労に

関する相談支援とか、必要に応じて産業保健

総合支援センターとかハローワークと連携し

ているということで、そういう相談の対応を

行う専門的な病院ということで、すごい病院

であるんだなということが分かりました。 

 それと今回、本当に独立した機関に、きめ

細やかな相談支援ができている緩和ケアチー

ムの存在というのがよく分かりましたので、

これはあれなんですけど、数年前までは乳腺

呼吸器外科に優秀な先生がいらっしゃって、

私の周りにも乳がんの手術を受けた患者さん

等がいてたんですけれども、残念なことに常

勤のお医者さんが今いないということで、現

在、手術ができないという状況です。緩和ケ

アチームとかもすごく体制も整っているにも

かかわらず、医師の偏在という点は以前から

大きな課題ではあるとは思うんですけれども、

再び乳腺呼吸器外科に常勤の医師を望む多く

の市民の声を本当にたくさん私、聞いていま

す。新たに就任された病院事業管理者として、

その点についてどのようにお考えでしょうか。

異例ですけれども、よろしくお願いします。 

○議長（小林 弘君）病院事業管理者。 

○病院事業管理者（古川健一君）板橋議員に

お答えします。 

 橋本市民病院は５年前まで乳腺呼吸器外科

の常勤医がおりました。ただ残念なことに、

和歌山県立医大の医局の都合で非常勤の状態

になっております。地域がん支援拠点病院と

いう立場もありますので、橋本市民病院にか

かる期待というのを十分理解しております。

今までもそうだったんですけども、これから

も第一外科のほうに医師派遣のほうを要望し

ていきたいと思っております。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）なかなか常勤というの

は難しいのかも分からないんですけれども、

何とかお願いしたいと思います。 

 また、緩和ケアチームに、先ほど事務局長

がおっしゃっていたんですけども、精神科医

が月に２回応援で来ていただいているという

ことなんですけれども、調べさせていただい

たんですけど、専任の精神科医が増員があっ

たら、さらに支援体制の強化につながるとい

うことも伺っているんですけれども、その点

についてはどうでしょうか。せっかくこんな

にすばらしい支援体制があるのにもったいな

いといいますか、地域のほかの医療との差別

化を図って、市民病院の経営業績の向上をめ

ざして、市民サービスの向上のために積極的

な取組をお願いしたいと思いますが、その点

についてはどうでしょうか。よろしくお願い

します。 

○議長（小林 弘君）病院事業管理者。 

○病院事業管理者（古川健一君）ご質問あり

がとうございます。精神科医は、がん患者さ

んの心のケアに非常に必要な職種だと考えて

おります。ただ、それに加えて、メンタルヘ

ルスケアの問題を抱えている患者さんもたく

さんいらっしゃいます。そういう意味では橋

本市民病院としては、精神科医が必要である

ということは十分認識しております。ただ、

精神科医もなかなか人が少ないという現状で

はありますけれども、大学医局のほうに今後

も医師派遣について働きかけをしていきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）医師の確保は容易なこ

とではないということも本当に十分承知して

おりますけれども、どうか市民の皆さまのた

めに、病院事業管理者の経営努力というか、

今、宣言していただきましたんで、何とか期

待して、あえて要望させていただきます。ど

うかよろしくお願いいたします。 
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 一つ目はこれで終わります。 

 次、２番の外見の変化を補完する補正具等

の購入費助成についてに移らせてもらいます。

昨年公表された全国がん登録の概要では、

2016年に新たにがんと診断されたがん患者の

総数は約100万人で、年齢別では、男性は30

代から大腸がんが増加を始め、女性は30代か

ら乳がんが増加を始め、45歳から49歳、65歳

から69歳にピークを迎える傾向にあります。

男女とも若年層のがん罹患率が高まっており、

就労をしながら治療を続けている患者が増加

しているのです。治療中の患者にとってふだ

んどおりの日常生活、買物や仕事、食事など、

社会生活を送る上で外見による精神的な苦痛

を軽減する支援として、医療用ウィッグであ

ったり補整下着などの外見のケアが必要です。

抗がん剤の副作用の影響による脱毛をケアす

る医療用ウィッグや帽子、乳がんの手術によ

る乳房の形を整える補整下着、抗がん剤治療

や放射線治療によるむくみのケアのための弾

性スリーブ、ストッキングのようなものとい

うことなんですけども、そういったものがあ

ります。 

 病院などで術後にあっせんしてくれている

ようですけれども、市民病院には見本などを

置いておるんでしょうか。 

○議長（小林 弘君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）抗がん剤に

は副作用として、先ほど議員のおただしの中

にもありましたように、脱毛の症状が現れる

ものもございます。そういったことで病院の

ほうには、ウィッグ、帽子、そういったもの

の展示もさせていただいておりまして、併せ

ましてそれに関する説明等も行わせていただ

いているところでございます。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）ありがとうございます。

補正具等は高額なため、購入代金の助成制度

を導入する自治体が増えてきております。先

進地事例として、導入している近隣の自治体

があれば教えてください。 

○議長（小林 弘君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）助成制度を導

入している自治体が増えてきています。近隣

の状況としては、河内長野市が平成30年度か

ら医療用のウィッグ本体の購入費用助成制度

が始まっており、購入費用の２分の１で上限

１万円となっています。また、人工乳房につ

いては令和４年度からこの制度が始まってお

り、左右それぞれ１回の申請が可能で、乳房

補正具購入費用の２分の１、上限が１万円と

なっております。また五條市では、令和３年

度から医療用ウィッグや乳房補正具の購入費

用の助成制度が始まっています。五條市では

購入費用の２分の１で、２万円が上限となっ

ております。 

 なお、県内では同様の助成制度があるのは

湯浅町だけで、令和４年度から制度がスター

トしているところです。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）ありがとうございます。

抗がん剤治療とかで髪の毛が抜けたりとかと

いうことというのは、やっぱり外見ってすご

く大事なものですし、きれいな髪の毛やった

らテンション上がりますし、男の方でも髪の

毛だけじゃなくて眉毛とかも抜けたりってな

ってくると表情であったり、そんなところも

周りの目も気になったりとかすると思うんで

す。近隣の自治体でこのように助成制度がだ

んだん広まってきているということなんです

けれども、ご答弁も一番最初に前向きに取り

組んでいただけるというご答弁でしたので、

この際、市長のお考えを伺いたいと思います。

よろしくお願いします。 

○議長（小林 弘君）市長。 
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〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）板橋議員の質問にお答

えします。 

 実はこの質問を見たときに亡くなった母親

を思い出しまして、実は脳腫瘍になってしま

いまして、非常に難しいところに腫瘍ができ

て、医師に言われたのは、うまくいったとし

ても顔は曲がりますよと。神経が完全に切れ

るという可能性が100％に近い数字ですと言

われたときに、本当に手術が終わって出てき

たときに顔が変わっていまして、これは困っ

たなというふうに、本人もそこで非常に迷っ

ていました、するかどうかで。でもやっぱり

命も欲しいということで、それを覚悟してい

って、母親の場合は頬の下にシリコンを入れ

て、３年に１回ぐらいそのシリコンを替える

手術をしなければならなかったんですけど、

結局は胃がんで、スキルス性の進行がんで、

宣告を受けて１年と言うとったのが僅か３か

月で亡くなった経験を持っているんですけど

も、本当にがん患者の皆さんがやはり社会参

加をしていただくということは非常に大事な

ことかなとは思いますし、今、近隣の河内長

野市、五條市、また町では湯浅町というふう

なところでやられていますので、制度設計を

考えさせていただいて、令和５年度から補助

ができるようにしていこうかなと思います。 

 私も母親がそういう経験をしていまして、

やはりその間、写真を全く撮れなかった。孫

との写真も撮れへんし、「私、ええわ」という

ふうな、そういうことも経験もしましたので、

ぜひそういうがんで、抗がん剤治療で髪の毛

が抜けたり、また乳がんで乳房を取ってしま

ったというような方が、少しでも早く社会復

帰できるような協力はしていこうと思います

ので、令和５年度予算化に向けて進めてまい

りますので、よろしくお願いします。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君。 

○５番（板橋真弓君）初めて伺いまして、私

も同じような介護の経験がありますので、す

ごく気持ちが分かります。市長の前向きなご

答弁、本当にありがとうございます。令和５

年度予算化していただけるということで、今

回、購入費の助成制度の導入、がんと闘われ

ている方々が自信を取り戻すきっかけとなり、

外に出ていく勇気につながって、社会復帰へ

の大きな後押しとなると思います。何とぞよ

りよい制度になりますようによろしくお願い

申し上げまして、私の一般質問を終わります。

ありがとうございました。 

○議長（小林 弘君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）先ほどの板

橋議員のご質問の中で、生活のしやすさにつ

いての質問票の中での３のＡのところ、経済

的な心配についての集約についてご質問があ

ったかというふうに思います。こちらのほう

については現在集約のほうができておりませ

ん。目的に関しましては、あくまでも患者さ

んのそのときの生活背景であったりとか、病

態についての質問票となっておりますので、

集計を目的としておりませんので、そういっ

たことで、ここの部分についての集約のほう

ができておりません。 

 以上となっております。 

○議長（小林 弘君）５番 板橋君の一般質

問は終わりました。 

 この際、３時35分まで休憩いたします。 

（午後３時26分 休憩） 

                     


